
令和８年度 佐倉市定住人口維持増加活動支援事業 

（空き家バンク賃貸登録物件リフォーム補助） 
 

佐倉市では、空き家バンク登録物件のリフォーム及び家財道具の処分の費用の一部を補

助します。 

空き家を賃貸しやすい環境をつくり、人口の維持増加・地域の活性化を図ります。 

 

※着工済は対象外となります。事前に補助申請をしてください。 

補助対象者 

(1)空き家バンクに登録されている賃貸物件の所有者 

(2)空き家バンクに登録されている賃貸物件を賃貸した利用者 

※(1)(2)法人は対象外です。 

補助対象住宅 

(1) 所有者が補助を利用する場合、賃貸契約する前の住宅であること 

(2) 利用者が補助を利用する場合、賃貸契約から１年以内の住宅である 

こと 

（※１物件 1 回の補助、補助金交付後１年以上登録を継続すること） 

対象となる費用 

(1)建物内部の改修・修繕などに係る工事 

（水回り・畳、襖交換、内装・外壁・屋根・ガス釜交換等） 

(2) 家財道具の処分費（※所有者のみ） 

補助金額 
住宅改修工事費用及び家財道具処分費の 

２分の１以内（上限額 ３０万円） 

申請に必要なもの 

(1) 補助金交付申請書 

(2) 世帯全員の住民票（利用者が申請する場合） 

(3) 改修工事及び家財道具の処分に係る見積書の写し 

   ※家財道具処分は所有者のみ利用可能 

(4) 改修工事の対象箇所がわかる平面図 

交付できない方 
(1) 補助対象経費が他の公的制度の助成等の対象となる方 

(2) 佐倉市税を滞納している方 

募集期間 

令和８年４月１７日 ～ 令和９年２月２６日  

※予算額に達した場合は、募集期間内でも締め切らせていた 

だきます。 

〔お問い合わせ：住宅課 住生活推進班  ☎ 043-484-6168〕 


